
       阪神港大阪区第３区において、港区中央突堤護岸及び物揚場築造工事に伴う

     床堀・基礎捨石・ケーソン据付等の作業が下記のとおり実施されます。

1 期 間 　平成２３年１１月1６日（水） ～ 平成２４年２月２０日（月）

　<予備日>　平成２４年２月２１日（火）～平成２４年２月２９日（水）

作 業 時 間 　日出～日没

2 工 事 概 要 １）　港区中央突堤護岸及び物揚場築造工事として、浚渫台船で床掘りを行います。

２）　浚渫土砂は、夢洲Ｆ護岸のアンロ－ダ-船まで運搬し揚陸します。

３）　床掘りの後、ガット船（499t級）等により基礎捨石を運搬し、工事海域に投入、潜水士により

４）　その後、ケーソン２函を鳴尾浜から起重機船を使用して吊運搬します。

3 作 業 区 域

4 安 全 対 策 １）　作業中は、警戒船を１隻配備、作業区域に接近する船舶等に対して赤旗、拡声器等により

２）　作業中の作業船には、海上衝突予防法による灯火形象物を掲げます。

　　潜水作業時には［Ａ旗」を示す信号板を掲げます。

　　設置します。

5 出 所 阪神港長　　許可大第548号（平成２３年１1月１0日）

6 連 絡 先 栄臨建設株式会社　電話　06-6683-1669

　　均し作業を実施します。

　　注意を喚起し、一般航行船舶の安全確保及び事故防止に努めます。

個 別 工 事 情 報

記

Ｏ Ｎ Ｉ Ｃ ２ ３ － １ １ － １
平 成 23 年 11 月 15 日
大 阪 港 航 行 安 全 情 報 セ ン タ ー
TEL 06-6612-4363 FAX 06-6612-4366

　床堀・基礎捨石の作業区域は、下図の　　　　　　　 で示す区域です。

３）　工事作業船が夜間停泊する場合は、同船に標識灯（黄色、４秒１閃光、光達距離２Ｋｍ）を

　　ケーソン据付（平成２４年１月初旬予定）等の作業区域については、別途お知らせします。（終了）

作業位置

案 内 図 作業区域拡大図

船舶への周知について、ご協力ください。


